
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ:Plan 
 （立案・計画） 

Ｄ:Do 
 （実施・推進） 

Ａ:Action 
 （改善・見直し） 

Ｃ:Check 
 （検証・確認） 

R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15 
汚⽔処理費    使⽤料収⼊   経費回収率 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

1.46 1.65 1.60 1.53 1.56 1.61 1.47 1.49 1.26 1.43 1.33 

2.89 2.97 3.03 3.13 
3.76 3.17 3.47 3.51 

2.72 2.55 2.58 

1.18 1.05 1.10 1.28 
0.57 

0.97 0.76 0.85 
1.48 1.28 1.38 

基準内(雨⽔) 基準内(汚⽔) 基準外(汚⽔)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

武
雄
市

多
久
市

神
埼
市

み
や
き
町

白
石
町

吉
野
ヶ
里
町

有
田
町

伊
万
里
市

唐
津
市

基
山
町

佐
賀
市

小
城
市

江
北
町

嬉
野
市

鹿
島
市

鳥
栖
市

公共下⽔道事業は汚⽔管渠の整備推進をはじめ下⽔道終末処理場や雨⽔ポンプ場など多くの施
設の改築更新を控えている⼀⽅、⼈⼝減少社会において下⽔道使⽤料収⼊は伸び悩み、経営環境
は厳しくなることが想定される。そのような中、平成 29 年 3 月に「鹿島市公共下⽔道事業経営
戦略（以下、「経営戦略」。）を策定し、将来に渡り安定的に事業を継続してくための中⻑期的な基
本計画を作成した。また、令和２年度に「公営企業会計」へ移⾏し経営・資産等を正確に把握す
ることができるようになったことから今回「経営戦略」を⾒直し、⼀層の経営基盤の強化と経営
マネジメントの向上に取り組む。 

 鹿島市公共下水道事業経営戦略【概要版】 （期間：令和 6 年度~令和 15 年度）  
 経営戦略改定の趣旨 

 下水道事業の現状と課題 
下水道使用料の状況 

20 ㎥／月（1 世帯 3 ⼈家族）当たり家庭料⾦    県内団体平均（3,377 円） 
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一般会計からの繰入金の状況 

資産の健全化の推移 

 投資財政計画（現行計画） 

 目標設定  進捗管理･検証･見直し 

県内平均や国が示す基準である 20 ㎥あたり 3,000 円を下回っており適正な使⽤料⽔準につい
て協議・検討が必要である。 

 経年化資産 

 健全資産 

 ⽼朽化資産 

【固定資産】 
総額 約 161 億円 

【当初取得資産】 
総額 約 280 億円 

【全てが⽼朽化資産となる時期】
 令和 80 年度 

（令和４年度決算より）
※ ⼀般的に経年化資産での更新 

が望ましい 

 経過年数が耐⽤ 
年数内の資産 

 経過年数が耐⽤年数 
の 1~1.5 倍の資産 

 経過年数が耐⽤年数の 
1.5 倍を超えた資産 

基準内（雨⽔）繰⼊⾦︓ 
雨⽔対策費にかかる繰⼊⾦ 

基準内（汚⽔）繰⼊⾦︓ 
汚⽔事業の施設整備費にかかる繰⼊⾦ 

基準外（汚⽔）繰⼊⾦︓ 
下⽔道使⽤料収⼊が汚⽔事業の維持管
理費に不⾜する額を補てんする繰⼊⾦ 

施設を更新しない場合、10 年後⽼
朽化資産が約 20 億円分増加する 

 10 年概成(汚⽔処理⼈⼝普及率︓80.4％)を目標に未普及解消事業(汚⽔管渠新設)を促進したこ
とにより汚⽔処理にかかる基準内・基準外の繰⼊⾦が増額している。 

 汚⽔管渠を新設していくものの⼈⼝減少と節
⽔機器の普及等により下⽔道使⽤料収⼊は伸び
悩み、⼀⽅で汚⽔処理費⽤が増加するため経費
回収率は横ばいに推移する⾒通しである。 

 汚⽔管渠の新設に対する繰⼊⾦が増加す
るが、それ以上に雨⽔処理施設の更新費⽤
に対する繰⼊⾦の増加が大きく、今後⼀般
会計の負担が大きくなる⾒通しである。 

【基本施策（改善の取組み）】 
・接続促進による⽔洗化率の増加 
・財政の健全化による基準外繰⼊⾦の削減 
・下⽔道使⽤料収⼊の増加､経費削減による 

経費回収率の向上 
      

【目 標】 
⽔ 洗 化 率︓ ８５％ 以上 

   経費回収率 ︓ ９０％ 以上 
 

審議会を開催し目標達成に向けて事後検証・⾒
直しを 3 年から 5 年毎に⾏う(ローリング)。 

経費回収率の見通し 一般会計繰入金の見通し 

R15（計画期間） 

経営 
戦略 

（単位︓円） （単位︓円） 

（億円）

（億円） 

（億円） 
2.5

2.0

1.5

1.0

5.0

0

（億円） 

5.53 5.67 5.73 5.94 5.75 5.70 5.46 5.26 5.29 
5.89 5.85 
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